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(57)【要約】
【課題】ユーザがもどかしさを感じることなく有料映像
コンテンツを視聴することのできる技術を提供する。
【解決手段】本発明の映像コンテンツ再生装置は、映像
コンテンツを再生する再生手段と、有料映像コンテンツ
に対して、料金が支払われているか否かを判定する判定
手段と、を有しており、再生手段は、料金が支払われて
いなければ再生することのできない本編映像と、支払わ
れていなくても再生することのできるダイジェスト映像
とを含む有料映像コンテンツを再生する際に、判定手段
で該有料映像コンテンツに対して料金が支払われていな
いと判定された場合には、ダイジェスト映像のみを再生
し、判定手段で該有料映像コンテンツに対して料金が支
払われていると判定された場合には、ダイジェスト映像
の再生を省略し、本編映像を再生する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像コンテンツを再生する再生手段と、
　視聴者が視聴に必要な料金を支払わなければ再生することのできない映像を含む映像コ
ンテンツである有料映像コンテンツに対して、前記料金が支払われているか否かを判定す
る判定手段と、
を有しており、
　前記再生手段は、前記料金が支払われていなければ再生することのできない本編映像と
、支払われていなくても再生することのできるダイジェスト映像とを含む有料映像コンテ
ンツを再生する際に、
　前記判定手段で該有料映像コンテンツに対して前記料金が支払われていないと判定され
た場合には、ダイジェスト映像のみを再生し、
　前記判定手段で該有料映像コンテンツに対して前記料金が支払われていると判定された
場合には、ダイジェスト映像の再生を省略し、本編映像を再生する
ことを特徴とする映像コンテンツ再生装置。
【請求項２】
　前記有料映像コンテンツには、その有料映像コンテンツが、
　前記料金が支払われていなければ再生することのできない本編映像と、支払われていな
くても再生することのできるダイジェスト映像とを含む第１映像コンテンツであるか、
　前記料金が支払われていなくても一部の映像を再生することができ、残りの映像は前記
料金が支払われていなければ再生することのできない本編映像を含む第２映像コンテンツ
であるか、
を示すコンテンツ情報が付加されており、
　前記再生手段は、
　前記コンテンツ情報を用いて、再生する有料映像コンテンツが前記第１映像コンテンツ
であるか、前記第２映像コンテンツであるかを判断し、
　前記再生する有料映像コンテンツが前記第１映像コンテンツであり、且つ、前記判定手
段で該再生する有料映像コンテンツに対して前記料金が支払われていないと判定された場
合には、ダイジェスト映像のみを再生し、
　前記再生する有料映像コンテンツが前記第２映像コンテンツであり、且つ、前記判定手
段で該再生する有料映像コンテンツに対して前記料金が支払われていないと判定された場
合には、再生可能な一部の映像のみを再生する
ことを特徴とする請求項１に記載の映像コンテンツ再生装置。
【請求項３】
　映像コンテンツを再生する再生ステップと、
　視聴者が視聴に必要な料金を支払わなければ再生することのできない映像を含む映像コ
ンテンツである有料映像コンテンツに対して、前記料金が支払われているか否かを判定す
る判定ステップと、
を有しており、
　前記再生ステップでは、前記料金が支払われていなければ再生することのできない本編
映像と、支払われていなくても再生することのできるダイジェスト映像とを含む有料映像
コンテンツを再生する際に、
　前記判定ステップで該有料映像コンテンツに対して前記料金が支払われていないと判定
された場合には、ダイジェスト映像のみを再生し、
　前記判定ステップで該有料映像コンテンツに対して前記料金が支払われていると判定さ
れた場合には、ダイジェスト映像の再生を省略し、本編映像を再生する
ことを特徴とする映像コンテンツ再生装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、映像コンテンツ再生装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ＡＲＩＢ（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ
　ａｎｄ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ；社団法人電波産業会）を中心に、高度衛星デジタル放
送の規格化が進められている。
　高度衛星デジタル放送では、映像コンテンツを蓄積装置に蓄積すること前提とした、通
常放送の１０倍程度の速さで映像コンテンツを放送する高速ダウンロードサービス（以下
では単に高速ダウンロードと記述する）が想定されている。
　高速ダウンロードでは、視聴に必要な料金を支払わなければ再生することのできない有
料映像コンテンツを配信することが想定されている。料金の支払い方法としては、ダウン
ロード（蓄積）済みの有料映像コンテンツを試聴する際にインターネット経由で支払う方
式が検討されている。
【０００３】
　一般的に、有料映像コンテンツに対しては、該有料映像コンテンツの一部の内容を無料
で確認するためのプレビュー手段が用意される。
　例えば、従来のペイ・パー・ビュー方式では、有料映像コンテンツを購入前（料金の支
払い前）に一定時間だけ無料で視聴（プレビュー）することができる。そして、一定時間
経過後（プレビュー後）、映像及び音声の出力が停止されると共に該有料映像コンテンツ
の購入の可否を問うユーザインタフェースが表示される。また、従来のペイ・パー・ビュ
ー方式では、現在放送されている有料映像コンテンツを、ユーザが選局したシーン（時間
位置）から一定時間だけプレビューすることができる。
【０００４】
　一方、前述した高速ダウンロードのような、ユーザが購入するかどうかを決めるより前
に有料映像コンテンツを受信機の蓄積装置に蓄積するようなサービスでは、蓄積された有
料映像コンテンツ（蓄積映像コンテンツ）のプレビューが必要になる。
　プレビュー方式としては、有料映像コンテンツの任意のシーンから一定時間だけプレビ
ュー可能とする方式、有料映像コンテンツの一部のシーンを無料化する方式、有料映像コ
ンテンツにプレビュー可能なダイジェスト映像を付加する方式、などが考えられる。
【０００５】
　特許文献１には、上記のようなプレビューを蓄積映像コンテンツに対して行うための技
術が開示されている。具体的には、特許文献１には、プレビューを制御する暗号化方式、
蓄積映像コンテンツのプレビュー可能時間を映像コンテンツの内容によって可変とする技
術、蓄積映像コンテンツのプレビュー方式が開示されている。特に、特許文献１には、有
料映像コンテンツの任意のシーンからの一定時間だけプレビュー可能とする方式、有料映
像コンテンツにプレビュー可能なダイジェスト映像やコマーシャル映像を付加する方式が
開示されている。
【０００６】
　以上述べたように、蓄積映像コンテンツのプレビュー方式は複数ある。そのため、映像
コンテンツ配信事業者がプレビュー方式を複数のプレビュー方式から選択できることが望
ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－０８８５８８号公報
【特許文献２】特開２００２－０９４９６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　プレビュー方式を映像コンテンツ配信事業者が選択できるものとすると、ダウンロード
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される有料映像コンテンツにダイジェスト映像が付加されている場合と、付加されていな
い場合（有料映像コンテンツが本編映像だけで構成される場合）とがでてくる。
　視聴者が料金を支払うと、有料映像コンテンツの本編映像が視聴可能となる。しかしな
がら、有料映像コンテンツにダイジェスト映像が付加されている場合には、料金を支払っ
たにもかかわらずダイジェスト映像が再生されてしまう。そのため、本編映像が再生され
るまで視聴者を待たせることとなり、ユーザにもどかしさを感じさせる虞がある。
【０００９】
　本発明は、ユーザがもどかしさを感じることなく有料映像コンテンツを視聴することの
できる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様は、映像コンテンツを再生する再生手段と、視聴者が視聴に必要な
料金を支払わなければ再生することのできない映像を含む映像コンテンツである有料映像
コンテンツに対して、前記料金が支払われているか否かを判定する判定手段と、を有して
おり、前記再生手段は、前記料金が支払われていなければ再生することのできない本編映
像と、支払われていなくても再生することのできるダイジェスト映像とを含む有料映像コ
ンテンツを再生する際に、前記判定手段で該有料映像コンテンツに対して前記料金が支払
われていないと判定された場合には、ダイジェスト映像のみを再生し、前記判定手段で該
有料映像コンテンツに対して前記料金が支払われていると判定された場合には、ダイジェ
スト映像の再生を省略し、本編映像を再生することを特徴とする映像コンテンツ再生装置
である。
【００１１】
　本発明の第２の態様は、映像コンテンツを再生する再生ステップと、視聴者が視聴に必
要な料金を支払わなければ再生することのできない映像を含む映像コンテンツである有料
映像コンテンツに対して、前記料金が支払われているか否かを判定する判定ステップと、
を有しており、前記再生ステップでは、前記料金が支払われていなければ再生することの
できない本編映像と、支払われていなくても再生することのできるダイジェスト映像とを
含む有料映像コンテンツを再生する際に、前記判定ステップで該有料映像コンテンツに対
して前記料金が支払われていないと判定された場合には、ダイジェスト映像のみを再生し
、前記判定ステップで該有料映像コンテンツに対して前記料金が支払われていると判定さ
れた場合には、ダイジェスト映像の再生を省略し、本編映像を再生することを特徴とする
映像コンテンツ再生装置の制御方法である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ユーザがもどかしさを感じることなく有料映像コンテンツを視聴する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態に係る映像コンテンツ作成装置の構成の一例を示すブロック図。
【図２】プレビュー方式と映像コンテンツ再生装置に期待する動作の一例を示す図。
【図３】有料映像コンテンツの構成の一例を示す図。
【図４】プレビュー情報の一例を示す図。
【図５】本実施形態に係る映像コンテンツ再生装置の構成の一例を示すブロック図。
【図６】映像コンテンツ再生装置の動作の一例を示すフローチャート。
【図７】映像コンテンツ再生装置の動作の一例を示すフローチャート。
【図８】映像コンテンツ再生装置の動作の一例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本実施形態では、映像コンテンツ作成装置が、プレビュー方式を決定し、有料映像コン
テンツにプレビュー情報（プレビュー可能な映像を表す情報）を付加して送出する。映像
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コンテンツ再生装置は、プレビュー情報を解析し、有料映像コンテンツにプレビュー用の
ダイジェスト映像が含まれるか否かを判断する。そして、プレビュー用のダイジェスト映
像が含まれる有料映像コンテンツを再生する際に、視聴可能期間（本編映像の視聴が可能
な期間）では該ダイジェスト映像をスキップする。そのような構成にすることにより、視
聴者が料金を支払ったことにより視聴可能となった有料映像コンテンツにダイジェスト映
像が付加されている場合でも、ユーザがもどかしさを感じることなく該有料映像コンテン
ツを視聴することができる。
【００１５】
　ここで、「映像コンテンツ」とは、映像コンテンツ配信事業者から番組単位で送出され
る信号に含まれる全ての信号（本編映像、ダイジェスト映像、コマーシャル映像等を含む
信号）のことである。「有料映像コンテンツ」は、視聴者が視聴に必要な料金を支払わな
ければ再生することのできない映像を含む映像コンテンツである。「本編映像」は、映像
コンテンツに含まれる、番組の中核であり、番組のタイトル等で指定される一続きの内容
を持つ部分である。「ダイジェスト映像」は、映像コンテンツに含まれる、本編映像とは
別のプレビュー用の映像である。
【００１６】
　図１は本実施形態に係る映像コンテンツ作成装置の機能構成の一例を示すブロック図で
ある。
　本編入力部１０１は、放送もしくは配信する映像コンテンツの本編映像（信号）を入力
し、符号化部１０３に出力すると共に、プレビュー方式決定部１０２の決定に従って本編
映像をダイジェスト作成部１０５に出力する。
　プレビュー方式決定部１０２は、映像コンテンツ作成者による入力を受け、プレビュー
方式を決定し、本編入力部１０１、暗号化部１０４、プレビュー情報作成部１０６、多重
化部１０７に決定したプレビュー方式の情報を出力する。
【００１７】
　符号化部１０３は、本編入力部から入力される本編映像をＭＰＥＧ２（Ｍｏｖｉｎｇ　
Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　２）等所定のフォーマットで符号化し暗
号化部１０４に出力する。
　暗号化部１０４は、符号化部１０３から入力される符号化された本編映像を、プレビュ
ー方式決定部１０２の決定に従って本編映像の必要な区間に不正視聴を避けるための暗号
化を施したうえで、多重化部１０７に出力する。
　ダイジェスト作成部１０５は、本編入力部１０１から入力される本編映像（符号化、暗
号化前の映像）から、プレビュー用のダイジェスト映像（信号）を作成して多重化部１０
７に出力する。
　なお、符号化の方式、暗号化の方式、ダイジェスト映像の作成方法は本発明の主旨では
ないので詳細な説明は省略する。
【００１８】
　プレビュー情報作成部１０６は、プレビュー方式決定部１０２の決定したプレビュー方
式に基づいて、放送もしくは配信する有料映像コンテンツに付加するプレビュー情報を作
成し多重化部１０７に出力する。
　多重化部１０７は、暗号化部１０４から入力される本編映像、ダイジェスト作成部１０
５から入力されるダイジェスト映像、プレビュー情報作成部１０６から入力されるプレビ
ュー情報を、プレビュー方式決定部１０２の決定したプレビュー方式に従って多重化する
。それにより、映像コンテンツが作成される。
【００１９】
　本実施形態では、プレビュー方式決定部１０２で決定されるプレビュー方式として図２
のような３つのタイプを想定しており、作成される有料映像コンテンツとして図３のよう
な映像コンテンツを想定している。なお、図３ではプレビュー情報は省略している。
　図２は、プレビュータイプ１１１，１１２，１１３の概要と、映像コンテンツ再生装置
に期待する動作が示されている。
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【００２０】
　プレビュータイプ１１１の有料映像コンテンツ（第１映像コンテンツ）には、料金が支
払われていなければ再生することのできない本編映像と、支払われていなくても再生する
ことのできるダイジェスト映像とが含まれる。具体的には、プレビュータイプ１１１では
、本編映像の前に、ダイジェスト映像が付加される。
　プレビュータイプ１１１の映像コンテンツは、図３の符号３１１で示すような構成を有
する。
　プレビュータイプ１１１の有料映像コンテンツに対しては、映像コンテンツ再生装置は
、料金の支払い前であれば、ダイジェスト映像のみを再生することが望まれる。
　料金の支払い後には、ダイジェスト映像をスキップし、本編映像の先頭から再生するこ
とが望まれる。
【００２１】
　プレビュータイプ１１２，１１３の有料映像コンテンツ（第２映像コンテンツ）には、
料金が支払われていなくても一部の映像を再生することができ、残りの映像は料金が支払
われていなければ再生することのできない本編映像が含まれる。
【００２２】
　具体的には、プレビュータイプ１１２では、本編映像の一部の映像が無料となっている
。以下、無料の映像の区間を無料区間とよぶ（有料の映像の区間を有料区間とよぶ）。
　プレビュータイプ１１２の有料映像コンテンツは、図３の符号３１２で示すような構成
を有する。
　プレビュータイプ１１２の有料映像コンテンツに対しては、映像コンテンツ再生装置は
、料金の支払い前であれば、無料区間の映像のみをその先頭から連続して再生することが
望まれる。
　料金の支払い後には、無料区間、有料区間の区別無くユーザの望む時間位置から本編映
像を再生することが望まれる。なお、ユーザが再生を開始する時間位置を指定しなかった
場合は、本編映像を先頭から再生することが望ましい。また、無料区間が本編映像の先頭
からの区間である場合には、本編映像の先頭からプレビュー済みの部分までをスキップし
て再生することが望ましい。
【００２３】
　プレビュータイプ１１３では、本編映像を一定時間（プレビュー可能時間）だけ自由に
無料視聴できる。
　プレビュータイプ１１３の有料映像コンテンツは、図３の符号３１３で示すような構成
を有する。
　プレビュータイプ１１３の有料映像コンテンツに対しては、映像コンテンツ再生装置は
、料金の支払い前であれば、視聴者がプレビューした時間（プレビュー時間）を常にカウ
ントすることが望まれる。そして、プレビュー時間がプレビュー可能時間に達するまでユ
ーザの指示した本編映像の区間を再生することが望まれる。
　料金の支払い後には、視聴時間にかかわらずユーザの望む時間位置から本編映像を再生
することが望まれる。なお、ユーザが再生を開始する時間位置を指定しなかった場合は、
本編映像を先頭から再生することが望ましい。また、視聴者が本編映像の先頭からプレビ
ューしていた場合には、本編映像の先頭からプレビュー済みの部分までをスキップして再
生することが望ましい。
【００２４】
　以下、各プレビュータイプの映像コンテンツを作成する際の映像コンテンツ作成装置の
動作について説明する。
　まず、プレビュータイプ１１１の有料映像コンテンツを作成する場合の動作について説
明する。
　プレビュー方式決定部１０２は、指示された（決定した）プレビュー方式を本編入力部
１０１、プレビュー情報作成部１０６及び多重化部１０７に対して通知する。
　なお、プレビュータイプ１１１では、本編映像の全区間を暗号化する。本実施形態では
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、暗号化部１０４は、暗号化を施す区間の指示が無い場合に、入力された映像の全区間を
暗号化するものとする。そのため、プレビュータイプ１１１の場合には、プレビュー方式
決定部１０２から暗号化部１０４へプレビュー方式を通知する必要はない。
【００２５】
　本編入力部１０１に入力された非圧縮の本編映像は、符号化部１０３でＭＰＥＧ２等の
予め決められたフォーマットに符号化（圧縮）された後に、暗号化部１０４にて暗号化さ
れ、多重化部１０７に出力される。
　また、本編入力部１０１は、プレビュー方式決定部１０２からプレビュー方式がプレビ
ュータイプ１１１である旨の通知を受けると、非圧縮の本編映像をダイジェスト作成部１
０５に出力する。
　ダイジェスト作成部１０５は、ダイジェスト映像を作成し、多重化部１０７に出力する
。なお、ダイジェスト作成部１０５でダイジェスト映像を作成する変わりに、外部からダ
イジェスト映像を取得し、多重化部１０７に入力してもよい。
　プレビュー方式決定部１０２がプレビュー方式を決定した際に、プレビュー情報作成部
１０６で作成されるプレビュー情報については後述する。
　多重化部１０７は、暗号化部１０４から本編映像（全区間が暗号化された本編映像）を
、プレビュー情報作成部１０６からプレビュー情報を、ダイジェスト作成部１０５からダ
イジェスト映像を受け取り、それらを多重化して映像コンテンツを作成する。
【００２６】
　次に、プレビュータイプ１１２の有料映像コンテンツを作成する場合の動作について説
明する。
　プレビュー方式決定部１０２は、決定したプレビュー方式、無料区間の数、及び、各無
料区間の時間位置（開始と終了の時間位置、開始の時間位置と無料区間の長さ、など）の
情報を暗号化部１０４及びプレビュー情報作成部１０６に対して通知する。
　また、プレビュー方式決定部１０２は、多重化部１０７に対してプレビュー方式を通知
する。
　なお、プレビュータイプ１１２では、ダイジェスト映像を作成する必要はない（ダイジ
ェスト映像は映像コンテンツに含まれない）。本実施形態では、本編入力部１０１は、プ
レビュー方式の通知（プレビュー方式がプレビュータイプ１１１である旨の通知）を受け
た場合に、本編映像をダイジェスト作成部１０５に出力するものとする。そのため、プレ
ビュータイプ１１２の場合には、プレビュー方式決定部１０２から本編入力部１０１へプ
レビュー方式を通知する必要はない。
【００２７】
　プレビュータイプ１１１の場合と同様に、本編入力部１０１に入力された非圧縮の本編
映像は、符号化部１０３に入力され符号化される。
　但し、プレビュータイプ１１１の場合と異なり、プレビュータイプ１１２の場合にはダ
イジェスト映像を作成する必要がないため、本編入力部１０１は、ダイジェスト作成部１
０５へは本編映像を出力しない。
　暗号化部１０４は、プレビュー方式決定部１０２から受け取った無料区間の数と無料区
間の時間位置の情報を用いて、符号化部１０３から入力された本編映像を、有料区間のみ
暗号化して多重化部１０７に出力する。
　プレビュー方式決定部１０２がプレビュー方式を決定した際に、プレビュー情報作成部
１０６で作成されるプレビュー情報については後述する。
　多重化部１０７は、暗号化部１０４から本編映像（有料区間が暗号化された本編映像）
を、プレビュー情報作成部１０６からプレビュー情報を受け取り、それらを多重化して映
像コンテンツを作成する。
【００２８】
　最後に、プレビュータイプ１１３の有料映像コンテンツを作成する場合の動作について
説明する。
　プレビュー方式決定部１０２は、決定したプレビュー方式をプレビュー情報作成部１０
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６及び多重化部１０７に対して通知する。
　なお、プレビュータイプ１１３では、本編映像の全区間を暗号化するため、プレビュー
方式決定部１０２から暗号化部１０４へプレビュー方式を通知する必要はない。
　なお、プレビュータイプ１１３では、ダイジェスト映像を作成する必要がないため、プ
レビュー方式決定部１０２から本編入力部１０１へプレビュー方式を通知する必要はない
。
【００２９】
　プレビュータイプ１１１の場合と同様に、本編入力部１０１に入力された非圧縮の本編
映像は、符号化部１０３で符号化された後に、暗号化部１０４にて暗号化され、多重化部
１０７に出力される。
　但し、プレビュータイプ１１１の場合と異なり、プレビュータイプ１１３の場合にはダ
イジェスト映像を作成する必要がないため、本編入力部１０１は、ダイジェスト作成部１
０５へは本編映像を出力しない。
　プレビュー方式決定部１０２がプレビュー方式を決定した際に、プレビュー情報作成部
１０６で作成されるプレビュー情報については後述する。
　多重化部１０７は、暗号化部１０４から本編映像（全区間が暗号化された本編映像）を
、プレビュー情報作成部１０６からプレビュー情報を受け取り、それらを多重化して映像
コンテンツを作成する。
【００３０】
　次に、プレビュー方式決定部１０２がプレビュー方式を決定した際に、プレビュー情報
作成部１０６で作成されるプレビュー情報について説明する。
　図４は、プレビュー情報作成部１０６で作成されるプレビュー情報の一例を示す図であ
る。
　なお、本実施形態では、多重化部１０７において、例えばＭＰＥＧ２－ＴＳ（Ｔｒａｎ
ｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）に含まれるテーブルに、プレビュー情報としてディスクリプ
タが登録されることを想定している。
　例えば、ＡＲＩＢ規格であれば、ＳＩＴ（Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　Ｔａｂｌｅ）にプレビュー情報を登録することができる。
　また、ＭＰＥＧ２ＶｉｄｅｏのＳｅｑｕｅｎｃｅ　Ｈｅａｄｅｒ内のユーザデータとし
てプレビュー情報が登録されてもよい。
　以下では、ＳＩＴに付加するプレビュー情報としてｐｒｅｖｉｅｗ＿ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ＿ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒを定義する場合を例に説明する。
【００３１】
　ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ＿ｔａｇ１２１は、このｐｒｅｖｉｅｗ＿ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ＿ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒがプレビュー情報であることを示すコードである。
　ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ＿ｔａｇで示される値は、ＡＲＩＢ等の規格・運用規定策定団体
によって予め決められる、ディスクリプタ毎に決められた値である。
　ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ＿ｌｅｎｇｔｈ１２２は、ディスクリプタの全長を示す。
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｔｙｐｅ１２３は、映像コンテンツが第１映像コンテンツであるか第
２映像コンテンツであるかを示す（コンテンツ情報）。具体的には。選択（決定）された
プレビュータイプがプレビュータイプ１１１，１１２，１１３のいずれかであることを示
す。プレビュータイプがプレビュータイプ１１１である場合には“１１１”、プレビュー
タイプ１１２の場合には“１１２”、プレビュータイプ１１３の場合には“１１３”が記
載される。
【００３２】
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ１２４は、プレビュータイプ１１１が選択
された場合の、ダイジェスト映像が開始する時間位置として、映像コンテンツの先頭から
のオフセットを示す。
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２５は、プレビュータイプ１１１が選択され
た場合の、ダイジェスト映像が終了する（本編映像が開始する）時間位置として、映像コ



(9) JP 2012-124699 A 2012.6.28

10

20

30

40

50

ンテンツの先頭からのオフセットを示す。なお、ダイジェスト映像が終了する時間位置と
、本編映像が開始する時間位置は異なっていてもよい。その場合には、それぞれの時間位
置の情報を用意すればよい。
【００３３】
　ｎｕｍ＿ｏｆ＿ｆｒｅｅ＿ｐｅｒｉｏｄ１２６は、プレビュータイプ１１２が選択され
た場合の、無料区間の数を示す。
　ｆｒｅｅ＿ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ１２７は、プレビュータイプ１１２が選択された
場合の、無料区間が開始する時間位置として、映像コンテンツの先頭からのオフセットを
示す。
　ｆｒｅｅ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２８は、プレビュータイプ１１２が選択された場合
の、無料区間が終了する時間位置として、映像コンテンツの先頭からのオフセットを示す
。
　ｆｒｅｅ＿ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ１２７およびｆｒｅｅ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１
２８は、無料区間の数だけ繰り返し送出される。
【００３４】
　ｅｎａｂｌｅ＿ｐｒｅｉｅｗ１２９は、プレビュータイプ１１３が選択された場合の、
プレビュー可能時間を示す。
　このようにして作成されたプレビュー情報は、多重化部１０７にて映像コンテンツに多
重化される。
　映像コンテンツ作成装置で作成された映像コンテンツは、映像コンテンツ送出装置をへ
て、映像コンテンツ再生装置にて蓄積され、再生される。
　なお、映像コンテンツの送出装置については本発明の主旨ではないので説明を省略する
。
【００３５】
　次に、上述した映像コンテンツ作成装置で作成された映像コンテンツを蓄積し、再生す
る映像コンテンツ再生装置について説明する。
　図５は本実施形態に係る映像コンテンツ再生装置を示すブロック図である。
　映像コンテンツ受信部１４０は、図示しない映像コンテンツ伝送路から映像コンテンツ
を受信し、必要に応じて復調し、蓄積制御部１４１に出力する。
　蓄積制御部１４１は、映像コンテンツ受信部１４０から受信した映像コンテンツをその
まま（プレビュー情報が付加されたまま）映像コンテンツ蓄積部１４２に蓄積する。
　映像コンテンツ蓄積部１４２は、映像コンテンツを蓄積する磁気ディスク、不揮発性メ
モリなどの記録媒体である。
【００３６】
　再生制御部１４３、多重分離部１４４、プレビュー情報解析部１４５、プレビュー制御
部１４６、暗号解読部１４７、および、復号再生部１４８により、映像コンテンツが再生
される。
【００３７】
　具体的には、再生制御部１４３は、ユーザからの指示を受けて、再生する映像コンテン
ツを映像コンテンツ蓄積部１４２から読み出し、多重分離部１４４に出力する。
　また、再生制御部１４３は、後述するプレビュー制御部１４６からプレビュー情報が得
られていない場合には、多重分離部１４４に対して、プレビュー情報の取得（分離）を指
示する。プレビュー情報が取得されている場合には、多重分離部１４４に対して、映像コ
ンテンツ（プレビュー情報を除く映像コンテンツ（本編映像やダイジェスト映像））を暗
号解読部１４７に出力するように指示する。
　また、再生制御部１４３は、プレビュー制御部１４６からのプレビュー情報、具体的に
は、プレビュー可能な映像の時間位置の情報に応じて映像コンテンツの読み出し位置を変
更する。
　また、再生制御部１４３は、視聴ライセンス管理部１４９から再生対象の有料映像コン
テンツの視聴ライセンスを有するかどうか（再生対象の有料映像コンテンツに対して料金
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が支払われているか否か）の情報を受け取る。そして、該情報に応じて、多重分離部１４
４に対してプレビュー情報の分離、本編映像の分離、ダイジェスト映像の分離などの指示
を行う。
【００３８】
　多重分離部１４４は、再生制御部１４３から受信した、プレビュー情報が付加された映
像コンテンツから、プレビュー情報と映像コンテンツ（本編映像（プレビュータイプ１１
１の場合には本編映像とダイジェスト映像））を分離する。そして、再生制御部１４３か
らの指示に従い、プレビュー情報をプレビュー情報解析部１４５に、映像コンテンツを暗
号解読部１４７に出力する。
　プレビュー情報解析部１４５は、多重分離部１４４から出力される、図４のプレビュー
情報を解析する。そして、解析結果として、プレビュータイプ、プレビュータイプに応じ
たプレビュー可能な映像の開始と終了の時間位置、プレビュー可能時間などの情報をプレ
ビュー制御部１４６に出力する。本機能により、再生する有料映像コンテンツが第１映像
コンテンツであるか第２映像コンテンツであるかが判断される。
　プレビュー制御部１４６は、プレビュー情報解析部１４５からの入力に従い、プレビュ
ータイプに応じたプレビュー可能な映像の時間位置の情報（具体的には、該映像の開始位
置を示す情報（オフセット））を再生制御部１４３に通知する。
　また、プレビュー制御部１４６は、プレビュータイプがプレビュータイプ１１３の場合
には、プレビューされた時間をカウントする。そして、プレビューされた時間がプレビュ
ー可能時間に達した時点で、後述する復号再生部１４８に対して再生を停止するように指
示をする。
【００３９】
　暗号解読部１４７は、多重分離部１４４から入力された映像コンテンツを、視聴ライセ
ンス管理部１４９から入力される暗号解読鍵を用いて解読し、復号再生部１４８に出力す
る。なお、暗号化されていないデータは、そのまま復号再生部１４８に出力される。
　復号再生部１４８は、暗号解読部１４７から入力される映像コンテンツを復号して再生
する。
　また、復号再生部１４８は、プレビュー制御部１４６からの指示に従い再生を停止する
。
　視聴ライセンス管理部１４９は、有料映像コンテンツに対して料金が支払われているか
否かを判定する。具体的には、視聴ライセンス管理部１４９は、有料映像コンテンツを視
聴する権利（視聴ライセンス）をユーザが有するかどうかを管理する。そして、再生制御
部１４３の問い合わせに応じて視聴ライセンスの有無を、暗号解読部１４７の要求に応じ
て暗号解読鍵を出力する。
　ライセンス情報蓄積部１５０は、映像コンテンツ毎に視聴ライセンスを蓄積する。
　なお、映像コンテンツの視聴ライセンスを外部（視聴ライセンスを管理するサーバ等）
から取得する方法については、本発明の主旨ではないので説明を省略した。
【００４０】
　プレビュータイプ１１１の有料映像コンテンツを再生する場合の、映像コンテンツ再生
装置の動作について図６のフローチャートを用いて説明する。
　まず、再生制御部１４３が、ユーザの指示に従って、映像コンテンツ蓄積部１４２から
映像コンテンツを読み出す。そして、多重分離部１４４に対してプレビュー情報の分離を
指示する。多重分離部１４４は、映像コンテンツからプレビュー情報を分離してプレビュ
ー情報解析部１４５に出力する。プレビュー情報解析部１４５は、多重分離部１４４から
取得したプレビュー情報を解析し、ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ＿ｄｅｓｃ
ｒｉｐｔｏｒのｐｒｅｖｉｅｗ＿ｔｙｐｅ１２３を取得する（Ｓ１６１）。
【００４１】
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｔｙｐｅが１１１であった場合には（Ｓ１６２：Ｙｅｓ）、プレビュ
ー情報解析部１４５はｐｒｅｖｉｅｗ＿ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ１２４及びｐｒｅｖｉ
ｅｗ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２５を取得する（Ｓ１６４）。そして、ｐｒｅｖｉｅｗ＿
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ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ１２４及びｐｒｅｖｉｅｗ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２５は、
プレビュー制御部１４６に出力される。プレビュー制御部１４６は、取得したｐｒｅｖｉ
ｅｗ＿ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ１２４とｐｒｅｖｉｅｗ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２５
を再生制御部１４３に出力する。
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｔｙｐｅが１１１でなかった場合（１１２または１１３の場合）につ
いては後述する（Ｓ１６３）。
【００４２】
　Ｓ１６４の次に、再生制御部１４３は、視聴ライセンス管理部１４９に対して映像コン
テンツの視聴ライセンスの有無を確認する（Ｓ１６５）。
【００４３】
　視聴ライセンス管理部１４９からの出力が「視聴ライセンス無し」の場合、再生制御部
１４３は、多重分離部１４４に対して、映像コンテンツ蓄積部１４２から読み出した映像
コンテンツから、ダイジェスト映像のデータを分離するよう指示する。多重分離部１４４
は、映像コンテンツから該映像コンテンツのｐｒｅｖｉｅｗ＿ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ
１２４で示される時間位置からｐｒｅｖｉｅｗ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２５で示される
時間位置までのデータを分離する。そして、分離したデータ（ダイジェスト映像のデータ
）は暗号解読部１４７を介して復号再生部１４８へ出力され、再生される（Ｓ１６６）。
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔで示される時間位置までのデータが再生された
ら、即ちダイジェスト映像の再生が終了したら、プレビュー制御部１４６は、所定の購入
案内画面を表示（再生）するように復号再生部１４８に指示する。それにより、購入案内
画面が不図示の表示装置で表示され、処理が終了される（Ｓ１６７）。
【００４４】
　視聴ライセンス管理部１４９からの出力が「視聴ライセンス有り」の場合、再生制御部
１４３は、多重分離部１４４に対して、映像コンテンツ蓄積部１４２から読み出した映像
コンテンツから、本編映像のデータを分離するよう指示する。多重分離部１４４は、映像
コンテンツから該映像コンテンツのｐｒｅｖｉｅｗ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２５で示さ
れる時間位置からデータを読み出す（分離する）（Ｓ１６８）。なお、Ｓ１６８では、ｐ
ｒｅｖｉｅｗ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２５で示される時間位置からのデータではなく、
ユーザが指定した時間位置からデータを読み出してもよい。
　そして、分離したデータ（本編映像のデータ）は暗号解読部１４７で解読された後、復
号再生部１４８で復号、再生される（Ｓ１６９）。
【００４５】
　即ち、再生する有料映像コンテンツが第１映像コンテンツ（プレビュータイプ１１１の
有料映像コンテンツ）であり、且つ、該有料映像コンテンツに対して料金が支払われてい
ない場合には、ダイジェスト映像のみが再生される。そして、料金が支払われている場合
には、ダイジェスト映像の再生が省略され、本編映像が再生される。
【００４６】
　次に、プレビュータイプ１１２の有料映像コンテンツを再生する場合の、映像コンテン
ツ再生装置の動作について図７のフローチャートを用いて説明する。
　Ｓ１７１の処理はＳ１６１と同様のため、説明は省略する。
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｔｙｐｅが１１２であった場合には（Ｓ１７２：Ｙｅｓ）、Ｓ１７４
へ進む。Ｓ１７４では、プレビュー情報解析部１４５が、ｎｕｍ＿ｏｆ＿ｆｒｅｅ＿ｐｅ
ｒｉｏｄ１２６、ｆｒｅｅ＿ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ１２７及びｆｒｅｅ＿ｅｎｄ＿ｏ
ｆｆｓｅｔ１２８を取得する（Ｓ１７４）。なお、ｆｒｅｅ＿ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ
１２７とｆｒｅｅ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２８は全ての無料区間について取得される。
取得したそれらの情報はプレビュー制御部１４６に出力される。プレビュー制御部１４６
は、取得したｎｕｍ＿ｏｆ＿ｆｒｅｅ＿ｐｅｒｉｏｄ１２６、ｆｒｅｅ＿ｓｔａｒｔ＿ｏ
ｆｆｓｅｔ１２７、およびｆｒｅｅ＿ｅｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２８を再生制御部１４３に
出力する。
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｔｙｐｅが１１１の場合は前述のとおりであり、１１３の場合につい



(12) JP 2012-124699 A 2012.6.28

10

20

30

40

50

ては後述する（Ｓ１７３）。
【００４７】
　Ｓ１７４の次に、再生制御部１４３は、視聴ライセンス管理部１４９に対して映像コン
テンツの視聴ライセンスの有無を確認する（Ｓ１７５）。
【００４８】
　視聴ライセンス管理部１４９からの出力が「視聴ライセンス無し」の場合、再生制御部
１４３は、多重分離部１４４に対して、映像コンテンツ蓄積部１４２から読み出した映像
コンテンツから、無料区間の映像のデータを分離するよう指示する。多重分離部１４４は
、映像コンテンツから１組のｆｒｅｅ＿ｓｔａｒｔ＿ｏｆｆｓｅｔ１２４とｆｒｅｅ＿ｅ
ｎｄ＿ｏｆｆｓｅｔ１２５で示される時間位置間のデータを分離する。そして、分離した
データ（無料区間の映像のデータ）は暗号解読部１４７を介して復号再生部１４８へ出力
され、再生される（Ｓ１７７）。
　無料区間はｎｕｍ＿ｏｆ＿ｆｒｅｅ＿ｐｅｒｉｏｄ１２６に記載されている数だけ存在
する。全ての無料区間の映像のデータが再生されるまでＳ１７７は繰り返される（Ｓ１７
８）。
　全ての無料区間の映像のデータの再生が終了したら、プレビュー制御部１４６は、所定
の購入案内画面を表示（再生）するように復号再生部１４８に指示する。それにより、購
入案内画面が不図示の表示装置で表示され、処理が終了される（Ｓ１７９）。
【００４９】
　視聴ライセンス管理部１４９からの出力が、「視聴ライセンス有り」の場合、再生制御
部１４３の指示に従って、多重分離部１４４が本編映像のデータを読み出し、読み出され
たデータが再生される（Ｓ１７６）。Ｓ１７６では、ユーザが指定した時間位置からデー
タを読み出してもよいし、本編映像の先頭からデータを読み出してもよい。無料区間が本
編映像の先頭からの区間である場合には、本編映像の先頭からプレビュー済みの部分まで
をスキップして再生してもよい。プレビュー済みの部分をスキップする場合には、例えば
、再生制御部１４３が、プレビュー時に視聴者がどの区間をプレビューしたのかを監視す
ればよい。そして、監視結果に基づいて本編映像の再生位置を決定すればよい。なお、プ
レビュー済みの部分をスキップするか否かを視聴者が選択可能な構成であってもよいし、
本編映像の先頭から無料区間の映像がプレビューされている場合に必ずスキップする構成
であってもよい。
【００５０】
　次に、プレビュータイプ１１３の有料映像コンテンツを再生する場合の、映像コンテン
ツ再生装置の動作について図８のフローチャートを用いて説明する。
　Ｓ１９１の処理はＳ１６１と同様のため、説明は省略する。
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｔｙｐｅが１１３であった場合には（Ｓ１９２：Ｙｅｓ）、プレビュ
ー情報解析部１４５はｅｎａｂｌｅ＿ｐｒｅｖｉｅｗ１２９を取得する（Ｓ１９４）。取
得した情報はプレビュー制御部１４６に出力される。プレビュー制御部１４６は、取得し
たｅｎａｂｌｅ＿ｐｒｅｖｉｅｗ１２９を再生制御部１４３に出力する。
　ｐｒｅｖｉｅｗ＿ｔｙｐｅが１１３でない場合については既に説明済みである（Ｓ１９
３）。
【００５１】
　Ｓ１９４の次に、再生制御部１４３は、視聴ライセンス管理部１４９に対して映像コン
テンツの視聴ライセンスの有無を確認する（Ｓ１９５）。
【００５２】
　視聴ライセンス管理部１４９からの出力が、「視聴ライセンス無し」の場合、再生制御
部１４３からの指示に従って、多重分離部１４４が本編映像のデータを、ｅｎａｂｌｅ＿
ｐｒｅｖｉｅｗ１２９で示された時間分だけ読み出す。そして、読み出されたデータが再
生される（Ｓ１９７）。多重分離部１４４は、例えば、ユーザが指定した時間位置からｅ
ｎａｂｌｅ＿ｐｒｅｖｉｅｗ１２９で示された時間分のデータを読み出す。
　ｅｎａｂｌｅ＿ｐｒｅｖｉｅｗ１２９で示された時間分のデータの再生が完了したら、
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プレビュー制御部１４６は、所定の購入案内画面を表示（再生）するように復号再生部１
４８に指示する。それにより、購入案内画面が不図示の表示装置で表示され、処理が終了
される（Ｓ１９８）。
【００５３】
　視聴ライセンス管理部１４９からの出力が、「視聴ライセンス有り」の場合、再生制御
部１４３の指示に従って、多重分離部１４４が本編映像のデータを読み出し、読み出され
たデータが再生される（Ｓ１９７）。Ｓ１９７では、ユーザが指定した時間位置からデー
タを読み出してもよいし、本編映像の先頭からデータを読み出してもよい。本編映像の先
頭からプレビューされている場合には、本編映像の先頭からプレビュー済みの部分までを
スキップして再生してもよい。
【００５４】
　即ち、再生する有料映像コンテンツが第２映像コンテンツ（プレビュータイプ１１２，
１１３の有料映像コンテンツ）であり、且つ、該有料映像コンテンツに対して料金が支払
われていない場合には、再生可能な一部の映像のみが再生される。そして、料金が支払わ
れている場合には、本編映像が制限なく再生される。
【００５５】
　以上説明したとおり、本実施形態に係る映像コンテンツ再生装置（およびその制御方法
）によれば、第１映像コンテンツに対して料金が支払われている場合には、ダイジェスト
映像の再生が省略され、本編映像が再生される。それにより、ユーザがもどかしさを感じ
ることなく有料映像コンテンツを視聴することができる。具体的には、料金を支払った後
に、本編映像に先駆けてダイジェスト映像が再生されてしまうことによるもどかしさをな
くすことができる。
　また、本実施形態では、再生する有料映像コンテンツが第１映像コンテンツか第２映像
コンテンツかが判断される。そのため、様々なプレビュー方式の有料映像コンテンツが配
信（放送）される場合であっても、上記作用効果を得ることが可能となる。
【００５６】
　なお、本実施形態では、自身に蓄積された映像コンテンツを再生する映像コンテンツ再
生装置について説明したが、映像コンテンツ再生装置の構成はこれに限らない。例えば、
映像コンテンツ再生装置は、インターネットを介して接続される他の機器から、該機器に
蓄積された映像コンテンツを読み出して再生してもよい。
　なお、本実施形態では、様々なプレビュー方式の映像コンテンツが配信（放送）される
場合について説明したが、配信（放送）される映像コンテンツのプレビュー方式はプレビ
ュータイプ１１１に統一されていてもよい。その場合には、映像コンテンツが第１映像コ
ンテンツであるか第２映像コンテンツであるかを示すコンテンツ情報は必要ない。再生す
る映像コンテンツが第１映像コンテンツなのか第２映像コンテンツなのかを判断する必要
もない。
【符号の説明】
【００５７】
　１４３　再生制御部
　１４４　多重分離部
　１４５　プレビュー情報解析部
　１４６　プレビュー制御部
　１４７　暗号解読部
　１４８　復号再生部
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